
第1回 湖西市総合戦略有識者会議 次第 

と き：平成27年6月22日(月) 14：00～16：00 

ところ：おぼと3階 特別会議室 

 

1  開会 

 

2  委嘱状交付 

 

3  市長あいさつ 

 

4  委員自己紹介 

 

5  委員長・副委員長選出 

 

6  委員長あいさつ 

 

7  議事 

(1)総合戦略概要について 

 

(2)平成26年度補正予算 地方創生先行型交付金について          

 

(3)今後のスケジュールについて 

 

(4)ワークショップ 

 

8  連絡事項 

 

9  閉会 



湖西市総合戦略有識者会議　委員名簿

No. 分　野 氏　名 職業・役職等

湖西市医師会長

伊藤医院

湖西市教育委員会委員

袴田精機㈱

新居町商工会　事務局長

新居町観光協会　事務局長

16 行政 飯田　勝義 湖西市企画部長

17 行政 高柳　益彦 湖西市健康福祉部長

18 行政 青島　一郎 湖西市市民経済部長

（敬称略）

報道

地域公共交通

交流・移住促進

金融

金融

労働

産業振興

産業振興

産業振興

産業振興

子育て

教育

住民代表

医療

福祉

教育

特別養護老人ホーム光湖苑　施設長

15 日比野　雅彦 中日新聞東海本社　報道部長

14 野末　ゆかり
湖西地区　労働者福祉協議会　事務局次長
静岡県労働金庫　湖西支店長

なぎさ保育園　園長

12 渡辺　真一 静岡銀行　湖西支店長

11 飯田　宣子
湖西市教育委員会委員
NPO新居まちネット　理事

19 竹田　聡 愛知大学　地域政策学部　教授

10 高林　宏明 遠州鉄道㈱　運輸事業部長

8 森下　展安

4 袴田　雄司

髙柳　陽子

6 内山　安弘

プライムアースＥＶエナジー㈱
経営管理部主査兼経営企画グループ長

5 柴田　和利 湖西市商工会　事務局長

9

13 安形　秀幸
浜松信用金庫　法人営業部
地方創生戦略推進センター長

2 伊藤　健

1 竹島　清一 湖西市自治会連合会長

7 彦坂　初保 湖西市農業振興協議会長

3 彦坂　克巳
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人口推移と将来推計 

 

総人口は、平成17年（2005年）の60,994人をピークに減少し始め、平成52年

（2040年）には48,484人まで減少する見込みです。 

人口構造は、平成52年（2040年）には、少子高齢化が一層進み、老年人口は

18,030人（総人口比37.1％）になる一方、年少人口は4,926人（総人口比10.1％）、

生産年齢人口は25,528人（総人口比52.6％）になると予測されます。 

 

（図表）湖西市の人口推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※合併以前は、旧新居町の人口を加えた数字 

（出典：国勢調査、推計人口は「国立社会保障・人口問題研究所」） 

 

合併 推計 



平成26年度補正　地方創生先行型交付金へ申請した事業一覧 資料4

No. 事業名 概要 基本目標

1
中小企業販路拡大出展事
業費補助金

市内中小企業の振興を支援するため、販路の拡大を目的
に、展示会・見本市等に出展する中小企業に対し、出展に要
する経費の一部を補助する。

①

2 高校生に対する職業訓練

県立湖西高校に加え、県立新居高校の就職希望の生徒に対
し、基礎的な職業訓練を湖西地域職業訓練センターに委託し
実施する。
また、高等学校における就職意識形成支援の一環で、主に
市内企業の見学を実施する。

①

3
技術自主開発事業費補助
金

市内企業の積極的な技術開発による新たな雇用の創出を目
的に、市内企業が新技術や新製品の研究開発等に要する経
費の一部を補助する。

①

4 栽培漁業振興事業

湖西市は浜名湖に面し、市内に3箇所の水揚げ拠点を有する
など漁業の盛んな地域である。近年、ﾉｺｷﾞﾘｶﾞｻﾞﾐ、ｸﾙﾏｴﾋﾞの
漁獲が減っており、種苗の放流による資源量の確保が課題
である。持続的な漁業の実現のため、種苗放流などの栽培
漁業を行う漁業者等を支援する。

①

5 のびのび預かり事業
通院、買い物、参観会、リフレッシュ等の時間が作れない保
護者の育児を手助けを行うため児童の一時預かり事業を行
い子育てを支援する。

③

6 子育て支援ガイド作成事業
子育てに関する総合的な情報の提供を充実し、地域での取
組や活動が十分周知されるよう子育て支援ガイドを作成す
る。

③

7 子育て支援広場事業
就学前の子どもを持つ親子の交流、遊びの場の提供、子育
てに関する情報の提供、児童相談などを行うため、西部公民
館に新たに子育て支援広場を設置する。

③

8 母子保健相談事業

妊娠中から就学前の子どもを持つ母等に対し、栄養や日常
生活の相談や支援を行う。また、外国人母等にも同様のサー
ビスを提供するために外国語版資料を作成したり通訳を配置
する。なお、本事業は従来型の事業を統合し総合的に母子
健康相談を実施する。

③

9 バス事業運行

各集落からの移動手段であるコミュニティバスの運行だけで
は基幹集落内の生活交通ネットワークが不十分なため、10
月から新たな循環線を運行し基幹集落内の生活交通ネット
ワークを確保することで、持続可能な地域づくりを推進する。

④

10 消防団員確保促進事業

地域の担い手となってきた消防団は地域コミュニティの維持、
振興に貢献しているが、人口減少、少子高齢化に伴い、消防
団員を確保することが困難となっている。
そこで、消防団員募集チラシを作成し、活動内容や魅力を広
く市民にＰＲし、消防団員確保を促進する。

④

①
②
③
④

地方における安定した雇用を創出する
地方への新しい人の流れをつくる
若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
時代に合った地域をつくる、安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

＜基本目標＞
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湖西市総合戦略策定スケジュール（案）

平成27年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
平成28年
１月

２月 ３月

策定委員会
第１回策定委
員会（勉強
会）

ヒアリング
シート提出

第２回策定委
員会（骨子案
検討）

第３回策定委
員会（骨子案
提示）

第４回策定委
員会（素案検
討）

第５回策定委
員会（素案提
示）

第６回策定委
員会（原案提
示）

有識者会議

第１回有識者
会議（勉強
会、意見聴
取）

第２回有識者
会議（骨子案
提示）

第３回有識者
会議（素案提
示）

第４回有識者
会議（確定版
提示）

その他
議員全員協
議会（原案報
告）

パブリックコメ
ント

・３月議会（総
合戦略確定
版を報告）
・総合戦略確
定版を公表
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◆ 有識者会議ワークショッププログラム 

テーマ：総合戦略の 4つの基本目標について、湖西市の問題点・課題を考える 

時間割 内容 

 5分 趣旨・進め方の説明 

45分 グループ討議（基本目標に沿った問題点・課題出し） 

（10分） ① それぞれに、付せん紙に意見を出します。 

（20分） ② 各委員より、意見発表 

（15分） ③ 出された意見の確認 

15分 グループ討議結果の発表・総評 

○趣旨 

・総合戦略の策定にあたり、 

【総合戦略の４つの基本目標】 

「地方における安定した雇用を創出する」 

「地方への新しい人の流れをつくる」 

「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」 

「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する」 

について、有識者の各々の立場・市民の目線から、『湖西市における問題点・課題』を挙

げていただくことにより、総合戦略に掲げる施策検討の参考資料とします。 

○グループ討議について 

（はじめに） 

・各テーブルの進行役は、市役所職員が担当します。まず、進行役をサポートするとと

もに、本日の成果を発表いただくリーダー・サブリーダーを決めましょう。 

 

（討議の進め方・内容） 

①それぞれに、付せん紙に意見を出します。（10分） 

・本日の説明等も参考にしながら、総合戦略の 4つの基本目標に沿って、『湖西市におけ

る問題点・課題』について、個人個人で考え整理します。 

・考えた意見については、付せん紙にサインペンで記入します。必ず 1 つの意見は、１

枚の付せん紙に記入してください。付せん紙は、4つの基本目標にあわせて、４色（ピ

ンク・黄色・青・緑）用意してあります。 

「地方における安定した雇用を創出する」 ⇒（ピンク） 

「地方への新しい人の流れをつくる」 ⇒（黄色） 

「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」 ⇒（青） 

「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する」⇒（緑） 

・なお、記入した付せん紙は、お手元に置いておきます。 
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③各委員より、意見発表（20分） 

・記入した内容を、お１人ずつ、グループの方々に発表します。該当する基本目標のと

ころに、付せん紙を貼り付けます。もし、類似の意見がありましたら、近くに貼り付

けていきます。 

・目安として、お１人あたり２～３分程度で発表しましょう。 

 

③出された意見の確認（15分） 

・グループの皆さんから出された意見について、整理をします。類似した意見をグルー

プ化したり、関連性がある意見を線で結んだりして、整理します。 

・また、最後に行うグループの代表による発表に向けて、グループで出た意見について

確認しましょう。 

 

（意見整理のイメージ） 

基本目標 問題点・課題の抽出 

地方における安定した
雇用を創出する 

 

 

 

 

地方への新しい人の流
れをつくる 

 

 

 

 

若い世代の結婚・出
産・子育ての希望をか
なえる 

 

 

 

 

時代に合った地域をつ
くり、安心なくらしを
守るとともに、地域と
地域を連携する 

 

 

 

 

 

 

○グループ討議結果の発表 

・各々のグループで出された意見について、委員全体で共有化するため、発表を行います。 

・概ね５分くらいで発表をお願いいたします。 

 

〇〇〇〇 〇〇〇〇 

〇〇〇〇 
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○湖西市総合戦略有識者会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市におけるまち・ひと・しごと創生（まち・ひと・しごと創生法（平成26

年法律第136号。以下「法」という。）第１条に規定するまち・ひと・しごと創生を

いう。）に関し、法第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（以

下「総合戦略」という。）の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させ

るため、湖西市総合戦略有識者会議（以下「有識者会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 有識者会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。 

（1） 総合戦略の策定に関する事項 

（2） 総合戦略の推進に関する事項 

（3） 前２号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 有識者会議は、委員20人以内をもって組織する。 

２ 委員は次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。 

（1） 住民で組織する団体の代表者 

（2） 産業関係の代表者 

（3） 行政機関の代表者 

（4） 教育機関の代表者 

（5） 金融機関の代表者 

（6） 労働団体の代表者 

（7） メディアの代表者 

（8） その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員の再任は、妨げないものとする。 

（委員長および副委員長） 

第５条 有識者会議に、委員長１人および副委員長１人を置く。 

２ 委員長および副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、有識者会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたはかけたときは、そ

の職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 有識者会議の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長

となる。 

２ 会議は公開とする。 

３ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めるこ

とができる。 

（庶務） 

第７条 有識者会議の庶務は、企画部企画政策課において行う。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、委員

長が定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成27年６月１日から施行する。 

２ この要綱の施行後、最初に選定される湖西市総合戦略有識者会議の委員の任期は、

第４条第１項の規定にかかわらず、選定した日から平成29年３月31日までとする。 

３ この要綱の施行後、最初に開かれる会議については、第６条第１項の規定にかか

わらず、市長が招集する。 


